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（
五
）
総
商
会
の
設
立 

 
 
 
 

当
班
に
於
て
は
南
京
市
の
急
速
な
る
市
場
恢
復
の
為
に
且
南
京
市
自
体
の
特
殊 

 
 
 
 

性
に
鑑
み
総
商
会
の
必
要
を
認
め
之
か
設
立
を
許
可
せ
り
斯
て
去
る
二
月
七
日 

 
 
 
 

よ
り
■
備
員
五
名
の
手
に
依
り
準
備
工
作
は
進
め
ら
れ
三
月
七
日
南
京
市
総
商 

 
 
 
 

会
■
備
会
の
発
会
式
を
挙
行
せ
り
（
会
章
は
前
に
報
告
せ
り
） 

 

ニ
、
難
民
区
の
解
散 

 
 
 

一
月
八
日
よ
り
国
際
委
員
会
包
含
の
難
民
区
解
散
に
着
手
し
二
月
下
旬
迄
に
殆
と 

 
 
 

其
の
解
散
に
成
功
し
た
る
も
尚
多
数
の
残
留
者
あ
り
た
る
を
以
て
徹
底
的
に
其
の 

 
 
 

誘
導
に
努
め
た
る
結
果
三
月
上
旬
殆
と
完
了
の
域
に
達
せ
り
尚
残
留
の
者
は 

 
 
 

１
従
来
同
地
区
内
に
居
住
せ
る
現
第
四
区
民
た
る
者 

 
 
 

２
日
本
人
特
別
地
区
内
に
居
住
を
許
さ
さ
る
為
其
の
一
部
残
留
者
及
下
関
地
区
の 

 
 
 
 

全
滅
的
焼
跡
に
復
帰
し
得
さ
る
者
の
一
部
並
上
海
方
面
の
沿
線
地
区
に
帰
還
す 

 
 
 
 

へ
き
者
の
若
干
に
し
て
逐
次
各
区
収
容
所
に
収
容
し
つ
つ
あ
り
従
つ
て
難
民
の 

 
 
 
 

約
九
五
％
は
第
四
区
区
民
と
称
さ
れ
得
へ
し
通
称
難
民
区
の
名
称
も
自
然
消
滅 

 
 
 
 

の
内
に
第
四
区
と
称
さ
れ
つ
つ
あ
り 

   

三
、
難
民
の
現
住
地
復
帰
状
況 

 
 
 

自
治
委
員
会
並
各
区
公
所
の
活
発
な
る
活
動
に
依
り
逐
次
復
帰
者
の
数
を
増
し
既 

 
 
 

に
南
京
の
人
口
三
十
八
万
を
下
ら
さ
る
も
の
の
如
く
然
し
て
各
区
公
所
に
於
け
る 

 
 
 

登
記
人
口
の
み
に
て
も
二
十
三
万
五
千
人
を
突
破
せ
り
今
各
区
に
於
け
る
復
帰
者 

 
 
 

登
記
人
口
を
見
る
に
次
表
の
如
し 

         

 
 

尚
各
区
指
定
個
所
の
小
売
露
店
市
場
は
是
等
復
帰
者
の
住
来
に
依
り
■
盛
を
■
め 

 
 
 

ツ
ツ
ア
リ 

  

 
 
 
 

復
帰
し
た
る
も
資
力
無
く
職
無
き
者
又
は
老
幼
婦
女
子
、
不
具
者
、
病
弱
者
等 

 
 
 
 

独
立
生
活
の
能
力
無
き
者
に
対
し
て
は
各
区
公
所
に
於
て
適
当
家
屋
に
収
容
し 

 
 
 
 

救
恤
施
米
を
実
施
し
つ
つ
極
力
授
産
に
努
め
つ
つ
あ
り 

 

四
、
上
海
方
面
帰
還
難
民 

 
 
 

第
一
次
送
還
の
分
約
一
千
名 

 
 
 

第
二
次
送
還
末
了
の
分
約
八
百
五
十
名
（
手
配
完
了
） 

 
 
 

第
三
次
送
還
手
配
未
了
の
分
約
一
千
名
内
外
の
見
込 

 
 
 

但
し
列
車
假
営
業
開
始
の
上
は
第
三
次
以
降
の
者
は
比
較
的
減
少
の
見
込
み 

 

五
、
治
安
関
係 

 

（
一
）
良
民
へ
の
安
居
証
下
付 

 
 
 
 

第
一
次 

十
五
万 

 
 
 
 

第
二
次 

 

十
万 

 

計 

二
十
五
万
（
二
月
中
旬
迄
に
打
切
る
） 

 
 
 
 

第
三
次 

三
月
中
旬
よ
り
依
名
再
下
付
に
着
手
（
現
在
約
三
万
、
配
給
） 

 

（
二
）
敗
残
兵
及
抗
日
分
子
の
摘
出 

 
 
 
 

第
一
次 

 

四
千
名 

   
 
 
 

第
二
次 

 

五
百
名 

 
 
 
 

第
三
次 

 

数
十
名 

 

（
三
）
一
般
治
安
状
況 

 
 
 
 

第
一
次
よ
り
第
二
次
に
至
る
間
自
治
委
員
会
及
警
察
庁
を
督
励
し
て
不
正
支
那 

 
 
 
 

人
の
検
挙
に
当
ら
し
む
約
五
百
件
に
達
し
第
三
次
に
於
て
百
数
十
件
に
達
し
あ 

 
 
 
 

る
も
概
し
て
小
雑
件
に
止
ま
る 

 
 
 
 

城
内
に
於
け
る
爾
後
の
治
安
状
況
は
概
し
て
良
好
な
る
も
城
外
地
区
の
南
京
市 

 
 
 
 

内
上
新
河
並
燕
山
磯
方
面
に
於
け
る
不
逞
分
子
は
稍
其
の
数
を
増
し
之
等
不
逞 

 
 
 
 

分
子
の
侵
入
者
も
少
か
ら
さ
る
も
の
の
如
く
蓋
兵
隊
並
に
警
察
庁
方
面
と
の
連 

 
 
 
 

絡
の
下
に
治
安
関
係
一
切
の
手
配
考
究
中
と
す 

 
（
四
）
隠
匿
兵
器 

 
 
 
 

既
に
発
見
し
た
る
兵
器
は
ト
ラ
ッ
ク
五
十
台
分
に
達
せ
り
城
内
外
に
も
尚
多
数 

 
 
 
 

の
兵
器
あ
る
も
の
と
予
想
し
布
告
其
の
他
の
方
法
に
依
り
極
力
其
の
摘
出
に
努 

 
 
 
 

め
つ
つ
あ
り 

 

（
五
）
自
治
委
員
会
消
防
隊
の
編
成 

   

計 

下

関

区

第

四

区

第

三

区

第

二

区

第

一

区

区

別

一
七
二
、
五
〇
二

 

七
、
〇
〇
〇

一
二
、
〇
〇
七

一
九
、
二
〇
六

六
五
、
二
二
二

六
九
、
〇
六
七

三
月
末
登
録
数

二
三
五
、
〇
五
六

一
〇
、
二
一
四

三
二
、
四
七
三

三
六
、
〇
三
六

七
七
、
六
九
四

七
八
、
六
三
九

２
月
末
登
記
数


